
3.5 港湾の技術基準に関わる最近の取り組み （港湾研究部長  渡部 富博） 

 

ただ今、ご紹介にあずかりました港湾研究

部長をしております渡部でございます。私の方

からは、「港湾の技術基準に関わる最近の取り

組み」について発表させていただきます。 

今日、開会の挨拶で、藤田所長から、高度専

門病院との連携というお話がございましたけ

れども、この課題につきましては、国総研の港

湾研究部と港湾・空港技術研究所と連携しなが

ら進めているテーマです。 

 

内容につきましては、最初に港湾の技術基

準、正確にいいますと、港湾の施設の技術上の

基準と申しますけれども、それについてご説明

した後に、平成 30 年の改訂に向けて進めてお

りますその動向をご説明したいと思います。最

後は、日本の基準を海外に展開できないかで、

単に英訳をするというだけではなく、それぞれ

の国の実情に合った展開で取り組んでいる例

をご説明いたします。 

 

まず、港湾の技術基準です。これにつきまし

ては、港湾法第 56 条の 2 の 2 に、港湾の施設

を建設、改良、維持する際に適用する基準で、

決めがございまして、対象とする施設は港湾法

の施行令の方に記載があります。技術基準自体

は省令ですとか告示、あるいは通達、そのあた

りで、実際の記述がなされています。 
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ここで対象施設と書いてございますけれど、

港湾には色々な施設があります。水域施設、外

郭施設、係留施設。ここに書いたすべての施設

が、こういう技術基準の対象施設になります。

色のついたところは、港湾の区域ですとか、あ

るいは臨港地区と呼ばれる陸域、それ以外のと

ころも適用を受けるので、色を変えておりま

す。 

 

歴史を振り返りますと、戦後きちっと港湾の

法律に位置づけがなかったのですが、昭和 48

年に港湾法が改正されまして、そこに初めて技

術基準の条項が加わりました。その後、省令も

制定されて、省令とか告示だけではなかなかき

ちっとした設計、細かいところがないで、同解

説と書いてございますけれども、技術基準プラ

スその設計の具体の方法ですとか、設計条件の

考え方など、そのようなものをまとめてきてお

ります。 

おおむね、これが 10年おきに出ていまして、昭和 54年に初版が出てから、平成元年、11年、今

の最新版が平成 19年版です。今、やっているのは、平成 30年の改訂に向けて作業でして、この改

訂の間ももちろん時代の要請に応じて、部分改訂をしているという状況です。 

現行の 19 年が最新の基準ですけれど、その

ときに結構大きな改訂がされましたので、そこ

だけご説明します。11 年の基準までは、こう

いう設計法でやりなさいとか、きちっと式まで

書いてあったのですが、そのような仕様規定を

やめて、施設に要求される性能を規定する性能

規定型へ変更しました。 

設計法につきましても、許容応力度法ですと

か、安全率はいくつにしなさいよという記載を

していたものから、破壊の確率を考慮する信頼性設計法、そのような方法に移行をしました。その

辺が大きく変わってございます。 

あと、地震に関しても、それまでは震度法と呼ばれる地域別震度かける重要度係数かけるという

方法で平成 11年の基準までは計算していたましたが、それを改めまして、それぞれの港、港のサイ

ト特性と書いてあるのは、その港のおかれている地盤の状況によって揺れ方が違うという、それを
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考慮した設計震度を考えております。維持管理ですとか施工に関しても制定した点が大きく変わっ

ております。 

もう 1つは、性能規定型にしたものですから、ある程度自由に設計して良いとなりましたので、

本当に外郭施設とか大きな岸壁がきちんと設計されているかどうかを、誰かチェックしなくてはな

らないで、国土交通省、あるいは登録確認機関が、適合性を確認する制度を平成19年に入れてござ

います。それが大きな違いです。 

これは 19 年の省令や告示などの体系を書い

ています。例えば省令ですと、防波堤、あるい

は岸壁はきちんと船が停まれるようにしなさ

いとか、あるいは貨物とか人が安全に降りられ

るようにしましょうという、そのようなレベル

のことが書いてあります。 

その下の告示には、何を書いているかという

と、平成 11 年までは、こういう式でやりなさ

いという式まで書いてありましたが、平成 19

年になりますと、例えば防波堤ですと、滑動とか転倒に対して、限界値以下の危険にならないよう

にきちんと設計しなさいと書いてあります。 

だから、具体の設計、どういう方法でやるかとか、設計条件をどうするかは書いてないものです

から、それに関して、先ほどの技術基準の解説書で、もう少し具体の話を記載しようと、ここに示

したような、必ず守らなくてはならないのは、図の上の三角形の部分ですが、下の部分に関して、

国総研と港空研が中心になって、色々やっているという位置づけになってございます。 

今やっている平成 30 年に向けての改訂です

けれども、30 年度からの施行を目指してやっ

ていますが、26 年度、27 年度と、早稲田大学

の清宮先生を委員長にしまして、港湾技術基準

のあり方検討委員会というのを設けまして、ど

ういう方向で改訂するかと検討してきました。 
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下の方に小さく書いていますが、2016 年の

8月5日に国土交通省からプレス発表されまし

た改訂の概ねの方針です。国際競争力の強化に

もっと対応しなくてはならないですとか、当

然、維持管理ですとか、防災・減災、環境、あ

とは設計法の見直しと書いていますのは、結

構、信頼性設計法を入れてやっていますけれど

も、複雑化、高度化したものですから、もう少

し使いやすいものにできないかと見直しをす

ることになりました。 

全部は説明できないですけれども、色のつい

たところだけご説明します。船の大型化につい

てです。国総研の港湾研究部で、ここに書いて

いますとおり、コンテナ船ですと、世界で 5,000

隻弱ぐらいございまして、それの長さや喫水な

どを統計的に分析しまして、10万 tクラスの船

だと、このぐらいの長さとか船の諸元を分析し

て、それに対して岸壁の長さとか深さはどれぐ

らい要るかを分析してございます。 

今の基準はコンテナ船でいうと、16 万 t クラス。1 万 4,000TEU ぐらいまでしか対応していませ

んが、ご承知のとおり、2万TEUぐらい大きな船がどんどん増えてきているものですから、それに

対応した左表の赤枠部分を埋めるべく、作業をしております。 

クルーズ船も同様でございまして、今の基準

は 10 万 t クラスしか入っていませんので、日

本にも寄港しているクァンタム・オブ・ザ・シ

ーズ、この辺ですと、17万 tです。書いてござ

いませんけれども、世界には 22 万 t クラス、

オアシス・オブ・ザ・シーズとかございますの

で、そこへの対応もできるように分析をしてい

るところです。 
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設計法の見直しです。これは昔の安全率法と

いう、こういう円形すべりがあった場合に、滑

ろうとする力と耐える力と、それを比べて、地

盤の状況によって安全率が 1.1 だったり 1.3 だ

ったりしますけれど、それがOKかどうかをチ

ェックしていました。それを 19 年の信頼性設

計法では変えまして、重さ、上載加重、それぞ

れの抵抗力とか、それぞれのところに確率分布

を考えて、それぞれのファクターが確率的に動

くかを考えて設計をするよう変えました。 

ただし、それぞれの項目に係数をかけると非

常に面倒で、ミスもあり、なかなかこの係数が

1個変わるとどう変わるのか、あまり設計者と

しての相場観が持てないというのもあります。

したがって、すべて抵抗と起動のまとまったか

たちに係数をかける方法、加重抵抗係数アプロ

ーチ法と呼んでいますが、そう変えていこうと

取り組んでいます。 

 

あとは、東日本大震災を踏まえた検討です。

防波堤の幅は、通例は冬場の波とか台風の波、

波力が大きいので、波力でこの係数の幅が決ま

ります。もちろん津波も想定してやっています

が、今まで経験した津波は設計波力よりは小さ

かったです。それが今回のような大きな波が来

ますと、設計波力より津波力が大きいので、ケ

ーソンが落ちてしまい、非常に大きな問題にな

ったので、それを落ちなくするために、後ろに

腹付けというのをつけましょうとか、越流してくるので、ここのマウンドが削られてしまうので、

それを削られないように工夫しましょうというようなことをやります。それについても、技術基準

に入れることにしてございます。 
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平成 19 年では、設計津波というのを考えま

しょうというのはあったのですが、その後の部

分改訂でL1、L2津波という考え方も入りまし

たので、これも盛り込みます。 

 

 

 

 

 

あとは津波が越流する場合の力をどう評価

するか、今までも谷本式という式があったので

すが、越流した場合にはこういう前面と後面の

静水圧の差を考えます。ただ、前面は 1.05 倍

ぐらい、後面は 0.9倍になると、これは水理模

型実験から知見を得て、そのようなのを入れて

います。あるいは、載荷する場合は別の式でや

りましょうと、そのようなことも盛り込む予定

です。 

最後に、基準の国際展開ですけれども、英語

版の技術基準はありますけれども、それぞれの

国の実情に合わせ、またベトナムと技術協力を

行っていることから、ベトナムで技術展開をお

こなっております。 

 

 

 

 

ご承知の通り、結構貨物量がございまして、

ホーチミンで 580 万 TEU、ハイフォンで 260

万TEUと、結構な大きな港があります。 
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例えばダナン港ですと、防波堤の形式、この

部分ですけれども、石積みの防波堤ですね。日

本ではあまり見られない、こういう形式があり

ますので、日本の基準ではこの形式はあまり充

実して書いていないので、ベトナムの人にとっ

てみれば、こういうところをよく書いて欲しい

ということがあります。あと、沖の方に行きま

すと水深が深くなるので、そうなるとマウンド

をつくって、ケーソンをつくるという、そのよ

うな方式も最近は出てきているというのがあります。 

そのような実情に合った基準づくりをしよ

うと、平成 26 年 3 月にベトナムの交通運輸省

と国土交通省で覚書を結びまして、ベトナムの

研究所と国総研、あとは港空研で協力しながら

技術基準をつくるという作業をしてございま

す。 

 

 

 

 

基本的には日本と同じで、設計、施工、維持

管理を一貫性のある基準にすることや、今、ベ

トナムでは 30年から 40年前のロシア、ソ連の

基準をベースにした基準、あるいは日本の英語

版の基準を見ながらやっていました。日本の基

準を見ながらやっているというのもあります

ので、日本の基準を優先的にはやるものの、ベ

トナムの実情に合った、先ほどの傾斜堤という

ようなものがあるのであれば、そのようなもの

も充実させるということをやっています。 
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色々やりまして、こういう章立てで、ベトナ

ム版の技術基準を作ろうと、この矢印が描いて

ある 4編ぐらいはできていまして、現在、ベト

ナムの交通運輸省で審査中というような段階

に来ています。 

 

 

 

 

具体の話はあまりしなかったのですが、例え

ばベトナムは日本ほど地震がないので、日本で

すと先ほどの平成 11 年までは震度法でやって

いたと、それを変えて地盤の特性を考慮したサ

イト特性を考えていますが、このサイト特性を

考えている方法をベトナムにすぐ適用するか

というと、なかなかそこまでは、地震も少ない

のでいらないとなっていまして、日本の震度法

をベースにしたような、そっくり同じではない

のですが、ベトナムに加速度マップがあるのでそれを活用したような基準にしましょうとか、潮位

の測り方もベトナムと日本で違っているので、それをベースにしようというようなことをやってお

ります。 

まだ別の基準の章もございますので、今後も引き続きこういうことをやっていきたいと思います

し、ベトナムだけではなくてほかの国に関しても今後広げていきたいと思ってございます。 

以上、雑駁ではございますが、私の発表はこ

れで終わりたいと思います。どうもありがとう

ございました。 
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